
不活性ガス

窒素

炭酸ガス

アルゴン　など

□ □

□ □

□ □

消火器 □

赤旗 □

メガホン □

ロープ（15m以上のもの2本以上） □

懐中電灯 □

漏えい検知剤 □

革手袋 □

車輪止め（2個以上） □

容器バルブ開閉用ハンドル □

容器バルブグランドスパナ又はモンキースパナ □

イエローカード □

□ □

※1：

※2：

※3：

※4：

※5：

□

□

□

□

□

□

混載可能なものもありますが、できる限り混載しないことが望ましい。

□

シート等、バケツ、消石灰、防災キャップを携行する必要があります。

□

□

□

消防法危険物との混載禁止※5

バルブの向き
　　可燃性ガスの容器のバルブと酸素の容器のバルブが

　　向き合わないこと

毒性ガスを運搬する場合は、木枠又はパッキンを施す必要があります。

内容積が25L以下の容器のみを積載する場合で、内容積の合計が50L以下である場合は不要。

毒物及び劇物取締法施行令別表第2に掲げるものを5,000kg以上運搬する場合は、「毒」の標識を掲げる必要があります。

毒性ガスを運搬する場合は、表中の防災工具のほかに、保護具（防毒マスク、空気呼吸器、保護手袋など）、布類・ポリエチレン

□

点検年月日：　　　　年　　　　月　　　　日

点検者：

□

□

高圧ガス容器を車両に積載して運搬する場合のチェックリスト

可燃性ガス

LPガス

アセチレン

水素　など

酸素チェック項目

40℃以下

転落・転倒防止措置
※1

　　・液化ガスやアセチレンガスは立積みとし車両の前方に

　　 寄せ、ロープやベルトで確実に固定

　　・圧縮ガスは横積みとし、車両の前方に寄せ、木枠や

　　 角材、緩衝材等により確実に固定

警戒標の掲示※2※3

消火器、工具、イエローカードの携行※2※4

□

□

□


